
 

令和８年度みやぎフレイル予防・人生会議普及啓発事業実施業務 

に関する公募型プロポーザル募集要項 

 

第１ 目的 

本県においては、75歳以上の後期高齢者が顕著に増加しており、加齢に伴う生活機能低

下や要介護状態への移行を防ぐ「フレイル予防」と、人生の最終段階において自らが納得

のいく医療・ケアを選択するための「ＡＣＰ（人生会議）」の推進が不可欠となってい

る。 

このため、高齢者やその子ども世代等に対し、広く広報・周知やイベントの開催を行う

ことにより、フレイル予防による健康寿命の延伸（要支援・要介護状態の重度化防止）

と、ＡＣＰの重要性について正しい知識と理解を広め、県民が自律的に「予防」と「人生

の選択」に取り組むことができるよう普及啓発を図るもの。 

 

第２ 業務内容 

委託業務名 令和８年度みやぎフレイル予防・人生会議普及啓発事業実施業務 

委託業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

※委託業務の実施に関して、受託候補者の企画提案の内容をそのまま

実施することを約束するものではなく、県と契約予定者で協議の上

決定する。また、実際の業務内容や進め方については、逐次県と協

議して決定する。 

委託契約期間 契約締結日から令和９年３月１２日（金）まで 

事業費 

（委託上限額） 

金３，５００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

なお、この金額は契約金額の限度額を示すものであり、県がこの金額

で契約することを確約するものではない。 

実施場所 宮城県内 

 

第３ 応募資格 

応募は事業者単位で行うものとし、以下の要件を満たしている事業者であることを条件と

する。 

１ 当該事業を実施する体制が整っている又は整うことが見込まれること。 

２ 応募後、業務委託先決定者は、企画提案内容及び仕様書内容を確実に実行すること。 

３ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者 

の資格）の規定に該当する者でないこと。 

４ この事業の募集開始時から企画提案書提出までの間に宮城県の物品調達等に係る競争入

札の参加資格制限要領（平成９年１１月１日施行）に掲げる資格制限の要件に該当する者

でないこと。 

５ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する

措置要件に該当する者でないこと。 

６ 県税に未納がないこと。 

 

 



 

第４ スケジュール 

１．企画提案募集公告 

応募受付開始 
令和８年４月３０日 

２．業務に関する質問受付 

（電子メールのみ） 

令和８年４月３０日から 

令和８年５月１５日 午後５時まで 

３．質問への回答 令和８年５月１９日 

４．企画提案書提出締切 令和８年５月２９日 午後５時まで 

５．委託候補者選定委員会の開催 

（プレゼンテーション） 
令和８年６月 ４日 

６．選定結果の通知及び公表 令和８年６月 上旬 

７．契約手続き 令和８年６月 上旬 

８．委託契約期間終了 令和９年３月１２日（金） 

 

第５ 質問受付 

委託業務の内容、 企画提案書の作成及び提出等について質問事項がある場合には、次の 

とおり質問書を提出すること。 

受付期間 令和８年４月３０日から令和８年５月１５日 午後５時まで 

質問先 宮城県保健福祉部長寿社会政策課 地域包括ケア推進班 

質問方法 

質問書（様式４）により、電子メールにより質問すること。 

メールアドレス：choujuc3@pref.miyagi.lg.jp  

（※電話や口頭、受付期間以外での質問は一切受け付けない。） 

回答方法 

県長寿社会政策課のホームページに質問者の名を伏せた上で掲載する。 

参加申込者は必ず全ての質問・回答を確認すること。 

ただし、参加資格に関することや、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提

案事項に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。 

また、質問の内容によっては回答しない場合もある。 

 

第６ 企画提案書類等の提出（参加意思表明） 

１ 参加申込書及び企画提案書類の提出 

提出期限 令和８年５月２９日 午後５時まで 

提出先 宮城県保健福祉部長寿社会政策課 地域包括ケア推進班 

提出方法 

持参または郵送とする。あわせて、提出書類一式の電子データ（PDF形式及び

見積書のExcel等の形式）を保存した電子媒体（CD-R等）を同封すること。 

※持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く開庁日午前９時から午後５時ま

でとする。また、郵送の場合は、封筒に「参加申込書在中」と朱書きの

上、簡易書留等の配達記録が残る方法とすること。 

 

 

 

 



 

２ 提出書類及び提出部数 

提出書類 
提出 

部数 

１ 企画提案参加申込書（様式１）  １部 

２ 企画提案応募条件に係る宣誓書（様式２） １部 

３ 企画提案書（任意様式） ※次項「３ 企画提案書の構成」を参照。 ８部 

４ 上記１～３の電子データを保存した電子媒体（CD-R 等） １枚 

３ 企画提案書の構成 

企画提案書は、次の（１）から（３）の項目を最低限含むものとし、この順で構成する 

こと。 

（１）表紙 

「委託業務名」、「事業者名」、「担当者名（所属、氏名）」及び「連絡先（電話番 

号、電子メールアドレス）」を記載すること。 

（２）目次 

   本文の項目及び頁を記載すること。 

（３）本文 

ア 業務（全体）概要について 

イ 業務内容について 

  ・普及啓発イベント等の実施 

・認知向上・意識定着のための情報発信 情報発信の活用媒体 

  ・本事業の通称（ネーミング）及びメインコピーの提案 

ウ 業務工程表（スケジュール） 

  （契約締結から成果物提出までの実施スケジュールの詳細を記載すること。） 

エ 業務の実施体制 

（本業務を実施するにあたっての体制の詳細を記載すること。また、業務の責任者 

を明記するとともに、その者の職・氏名を示すこと。） 

オ 概算見積書 

  （仕様書の項目ごとに、直接経費及び共通して生じる経費について、数量、単位、 

単価を明示し、費用の内訳、積算根拠が分かるように記載すること。 

また、消費税及び地方消費税の金額を算出し、合計金額を記載すること。） 

  【任意項目】 

  ア 類似事業の実績 

（発注者、期間、事業所名、内容及び効果等について記載すること。なお、記載実 

績は直近２か年分までとする。） 

  イ 事業費の範囲内で実施にあたり効果的な独自提案 

（４）その他 

ア 提出された企画提案書は返却しない。また、本プロポーザル以外の目的では使用し 

ない。 

イ 企画提案書の著作権は、当該企画提案書の提出者に帰属する。 

ウ 採用された企画提案書については、県の承認を得た場合に限り、内容の一部変更を 

認める。 



 

 

 

４ 企画提案書の仕様等 

（１）企画提案書は、Ａ４片面、２０ページ以内とし、簡潔でわかりやすい内容とすること。 

 （２）カラー印刷も可とする。 

 ５ 企画提案にあたっての留意事項 

 （１）企画提案のための要する全ての経費は、企画提案者の負担とする。 

（２）企画提案書類及びプレゼンテーションに用いる資料中に、企画提案者以外の知的所有 

権等の権利に係る文章・写真・絵・図・表・映像・音楽等が含まれるときは、企画提案 

書の提出者の費用負担と責任において、あらかじめ、当該知的所有権等の権利を有する 

者の許諾を得るものとする。 

（３）書類等の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準 

時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものに限る。 

 （４）企画提案書等の提出後の差し替え、変更、取り消し及び再提出は認めない。 

 （５）審査は提出された企画提案書により行うが、提案受付後、提案内容について説明を求 

めることがある。 

（６）企画提案書の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式３）を提出するこ 

と。ただし、この場合であっても、既に提出された企画提案書は返却しない。 

（７）受注者は、業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせようとするときは、発注 

者に協議の上、承諾を得なければならない。 

 

第７ 審査・選定方法 

１ 県が設置する選定委員会において、第９条の評価基準に基づき、提出された企画提案書

等による審査を行うこととする。 

２ 評価基準は以下のとおりとする。 

評価 

項目 
評価基準 配点 

１ 業務全般に関すること（配点 ２０点） 

① 目的に合致しているか

（１０点） 

本県におけるフレイル予防及びＡＣＰ（人生会議）推

進の目的や課題を十分理解した上での提案となって

いるか 

１０ 

② 実施体制、スケジュー

ル（１０点） 

現実的なスケジュールであり、かつ十分な人員体制・

事業遂行能力を確保しているか 
１０ 

２ 事業実施の提案に関すること（配点 ８０点） 

① 普及啓発イベント等の

実施業務（３０点） 

単なる知識の伝達にとどまらず、適切なセルフケアや

「通いの場」への参加、話し合いへの導入など、県民

の具体的な行動変容に繋がる内容か 

１０ 

高齢者や子ども世代を集客できる工夫があり、気仙沼

市における実施など地域バランスに配慮された計画

となっているか 

１０ 

参加者アンケート等の効果測定の指標（ＫＰＩ）、手 １０ 



 

法が適切かつ具体的か 

② 認知向上・意識定着の

ための情報発信業務

（３０点） 

ターゲット層（高齢者、子ども世代、関心の薄い県民）

それぞれに対して、訴求効果が最も高くなる媒体や目

標数値（KPI）が提案されているか 

１０ 

フレイル予防及びＡＣＰに対して肯定的なイメージ

を持たせ、県や市町村の取組と連動した行動喚起を促

す内容となっているか 

１０ 

イベント等の開催周知と連動し、相乗効果を生み出す

効果的な広報戦略となっているか 
１０ 

③ 通称（ネーミング）及

びメインコピーの作成

（１０点） 

なじみのない層にも直感的に目的が伝わり、かつ前向

きな行動変容を促す温かみのある表現として優れて

いるか 

１０ 

④ 独自性・波及効果等

（１０点） 

類似事業の実績を有しているなどの業務経験や専門

的なノウハウがあるか 
５ 

業務をより効果的に実施するための独自のアイデア

や、事業終了後の効果的な横展開を見据えた提案がな

されているか 

５ 

合計評価点 １００ 

 

 ３ プレゼンテーション審査 

開催日・会場 
会場：宮城県保健福祉部会議室【予定】 

（開催日時及び会場等の詳細については、別途提案者に連絡する。） 

実施方法 

１ 出席者は、提案者１者につき３名以内とする。 

２ 提案者１者当たりの持ち時間は、３０分以内（説明２０分以内、質疑応

答１０分以内）とする。 

３ プレゼンテーション審査に参加しない応募者の提案は、無効とする。 

４ 応募者は、応募した企画提案書（書面）に基づいて提案内容の説明を行

うものとし、当日の追加資料の配布や資料の差し替え等は認めない。 

５ プレゼンテーションの際にプロジェクター等の使用を希望する場合は、

企画提案書提出時に申し出ること（スクリーン及びプロジェクターを準備

するので、パソコン等は持参すること）。 

６ 第２項の評価基準に基づき審査し、各委員が採点した評価点の平均が満

点の６割以上を満たし、最高点を付けた委員が最も多い提案者を委託先候

補者として選定する。 

７ ６において最高点を付けた委員が同数の提案者が複数いる場合は、各委

員の評価点を合計した点数が最も高い者を委託先候補者とする。 

８ ７の方法を用いてもなお候補者が複数いる場合は、提出した見積書の金

額が最も少額である者を委託先候補者とする。 

プレゼンテー

ション審査結

果の通知 

審査終了後は、プレゼンテーション審査に参加した全ての応募者に審査結

果を速やかに通知するほか、企画提案者の名称及び評価点数を公表する。た

だし、公表に当たっては、選定された契約予定者以外は個別の評価点数が特



 

定できないよう配慮する。 

その他 審査（選定）内容に関する質問には応じられない。 

 

４ 一次審査（書面審査） 

実施日 令和８年６月１日（月）【予定】 

審査方法 

応募者が３者を超えた場合は、プレゼンテーション審査に先立ち書面審査

を実施し、上位３者を選定する場合がある。書面審査は、企画提案書につい

て評価基準に基づき審査し、上位３者を選定する。 

一次審査結果 

の通知 

全ての応募者に対し、選定結果及び上位３者に対してはプレゼンテーショ

ン審査日程を電子メールにて通知する。 

なお、一次審査を実施しなかった場合は、全ての応募者に対しプレゼンテ

ーション審査日程を電子メールにて通知する。 

 

第８ 欠格事由 

次の要件に該当した時は失格とする。 

１ 「第３ 応募資格」に違反した場合 

２ 提出された企画提案書に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明で

ある場合 

３ 企画提案方式による公正な企画提案の執行の妨げまたは不正の利用を得るために連合し

た応募者が提出した場合 

４ 企画提案書に虚偽の記載をした場合 

５ 同一の企画提案者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

 

第９ 企画提案者が１者またはない場合等の取扱い 

 １ 応募の結果、応募者が１者の場合であって、選定委員会の委員全員による審査を評価基

準（評価項目及び評価の視点）及び評価項目ごとに設定された配点により書面で行った場

合は、プレゼンテーション審査を省略するものとする。審査の結果、各委員の評価点の平

均が満点の６割以上となった場合は、当該者を委託先候補者に決定する。 

 ２ 応募の結果、応募者がない場合、選定委員会に諮った上で、再度企画提案を募集するも

のとする。 

 

第10 提出関係書類様式 

提出関係書類の様式については、別添のとおりとする。 

 

第11 その他必要な事項 

１ 委託候補者選定後の取扱い 

 （１）受注者の決定 

  選定委員会において決定した委託候補者を優先交渉者とし、地方自治法施行令第１６

７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を行うため、優先交渉者から見積書を徴

収し、予定価格の範囲内において契約を締結する。ただし、特別な理由により委託候補

者と契約締結ができない場合は、評価点の総計が満点の６割以上の他の提案者のうち、



 

順位が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した提案者を受

注者とする。 

（２）契約書の作成 

県と受注者で協議した上で契約書を作成する。 

（３）その他契約に関する事項 

県は、業務の委託に際して、選定された企画提案書等の内容をもとに、別添「仕様

書」に記載されている事項を基本とするが、県と受注者の協議により、必要に応じて企

画提案の内容をもとに追加、変更または削除を行うことができるものとする。 

 ２ その他 

   提出された企画提案書等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条

例第１０号）による開示請求があった場合、個人情報や事業情報などの不開示部分を除

き、開示することとなる。 


